
○国民年金基金における財政再計算に伴う掛金の計算に関する取扱いについて（通知）

（平成6年12月22日）

（年発第6383号）

(厚生省年金局長から都道府県知事あて通知）

標記の取扱いに関する基準が別紙のとおり定められたから貴管下国民年金基金に対し周知徹底を図られたい°

(別紙）

国民年令某会における財政再計算に伴う掛金の計算に関する基準

国民年金基金令(平成2年政令第304号。以下「基金令」 という。 ）第32条に規定する財政再計算は次により行うも

のであること。

1財政再計算の定義

この基準における「財政再計算」 とは、掛金の額の算定の基礎となる基礎率を過去の実績に基づいて再検討し、そ

の結果により基金令第32条の基準に適合するよう掛金の額を再計算することをいうものであること。

2財政再計算を行うべき基金

財政再計算を行うべき基金は、次の(1)から(4)までのいずれかに該当するものであること。

（1）前回の財政再計算基準時点以降、 5事業年度を経過した基金

（2）基金設立以降、財政再計算を行うことなく3事業年度を経過した基金

（3）決算の結果、大幅な繰越不足金が生じた基金

（4）その他、将来にわたって財政の均衡を保つために財政再計算を行う必要が生じた基金

3財政再計算の方法

（1）財政再計算基準時点

財政再計算の基準時点は、 2の(1)から(4)までのいずれかに該当した事業年度の末日とすること。

（2）財政方式

財政方式は､現にその基金で用いられている財政方式によるものであること。

（3）基礎率の算定基準

財政再計算を行う基礎率の算定は、年金数理人の助言を踏まえ、次のアからウまでに定めるところによること。

なお、基本型の基礎率については、国民年金基金連合会の給付確保事業により一つの財政単位として運営されてい

ることを考慮すること。

ア予定利率は、次の(ア)、 （イ)に定めるところにより決定すること。

（ア）保有資産の長期的期待収益率やリスクとの関係に留意し､既加入者の掛金の状況も考慮に入れて決定するこ

と。なお、平成16年4月1日以降に加入した年金単位及び新規加入の年金単位の予定利率は、年1.75％以下

とすること。

（イ）加算年金が発生する型の年金単位の予定利率は､加算年金が発生しない型の予定利率よりも低いものとする

こと。

イ予定死亡率は、別表に定める率を基準として合理的に定めること。

ウ脱退率は、過去の実績を基礎として算定すること。

（4）資産額の算定方式

資産額は、年金経理について財政再計算基準時点において保有する固定資産、流動資産及び資産評価調整加算額

の合計額から、危険準備金、給付改善準備金、支払備金、流動負債、別途積立金の全部又は一部及び資産評価調整

控除額を控除して得た額とすること。なお、上記において控除する別途積立金の額は、運用環境の長期的見通しや

現在の基金の財政状況を踏まえ、将来にわたる財政の安定に特段の配慮を行ったうえで決定すること。

（5）掛金



掛金の算定は、次のア、イに定めるところによること。

ア掛金の額は､前記(2)の財政方式により、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算すること。

イ年金単位の種類や当該年金単位に加入する時の年齢等の合理的な区分に応じて一定の掛金の額を定めること。

4財政再計算結果の取扱い

前記3までの定めるところにより計算を終了したときは、次により、処理を行うこと。

（1）財政再計算の内容は、国民年金基金規則(平成2年厚生省令第58号。以下「基金規則」 という。 ）第37条第1項

の規定による財政再計算報告書として別紙様式第1号から第11号までに定める書類に記入し、当該書類が適正な

年金数理に基づいて作成されていることについて、年金数理人の確認を得、基金規則第37条第2項の規定による

年金数理人の所見(様式第12号)を付した上で、代議員会の承認を受けて、当該書類を財政再計算基準時点から11

ヶ月以内に厚生大臣に報告すること。

なお、年金数理人が当該財政再計算についての所見を記入する場合には、基金規則第37条第2項の規定による所

見と併せて記入することができること。

（2）財政再計算の結果、規約に定める掛金を変更する必要が生じたときは、財政再計算基準時点の翌々日から起算し

て1ヶ年以内に規約変更を行うこと。
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(様式第2号）

年金数理に関する確認

●

国民年金法第139条の2の規定に基づき、本書類を精査した結果、本書類は、適正な年金数理に基づいて作成されていると認めま私は、

す。

令和 年 月 日

一

金数理人番号

金数理人氏楽

(所属法人名 ）
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2掛金額計算結果. ． ．
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3前回再計算基準時点以降の実績
（1）加入員数等の推移

‐

P

(前回

年度末

再計算時）

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末

①加入員

加入員数 (人〕

男女別割合 男子 〔％）

女子 （％）

平均年齢 （歳）

平均脱退率． (％）

2口め以降平均加入口数（口）

平均納付月数 （月）

平均掛金月額 基本型〔円）

付加型〔円）

■ ｡

e

､

②資格喪失者
■

資格喪失者数 （人）

平均年齢 （歳〕

平均年金額 〔円）

③年金受給者
■

年金受給者数 （人〕

平均年齢 （歳〕

平均年金額 （円）



(様式第6号）

（2）資産額の内訳

(単位：千円）

～

(前回再
年度末 年度末 年度末 年度末 年度末

①給付確保資産
｡

②共同運用資産

③信託資産・保険資産・共済資産

④流動資産

⑤責任準備金

⑥支払備金

⑦流動負債

⑧給付改善準備金

⑨危険準備金

⑩別途積立金

⑪繰越不足金

⑫給付確保資産利回り （%）

⑬共同運用資産利回り （%）

⑭信託資産・保険資産・共済資産利回り(%） し
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4. ．財政再読算基準時点における加入員数の付加型への加入状況
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5脱退率算定表
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6掛金算定基礎表 (単位:千円）

●

七

合計

基本型

型 型 型

付加型

型 型 型

給付現価

合 計。

加入員

資格喪失者

年金受給者

■

収 入 現 価
q■ 0

責 産 額

／ ／



、
グ
ー

/一

〔様式第10号）

7掛金額の変更の要因分析
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8財政再計算を行った者の所見
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